
愛知県公立大学法人国際文化研究科特任教員就業規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、 愛知県公立大学法人教職員就業規則（平成１９年愛知県公立大学法人規則第２号。

以下「就業規則」という。）第３条第２項の規定に基づき 、愛知県立大学大学院国際文化研究科に勤務

する特任教員の労働条件、服務規律その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、特任教員とは、愛知県立大学大学院国際文化研究科において、学長が認めた

プロジェクトの推進並びに教育及び研究を担当する准教授、講師の職にあるものをいう。 

（採用） 

第３条 特任教員の採用は、選考によるものとする。 

２ 法人に特任教員として採用されることを希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならな 

い。 

（１）履歴書（顔写真を含む。） 

（２）その他理事長が必要と認める書類 

３ 前２項に定めるもののほか、特任教員の採用については、愛知県公立大学法人教員等人事手続規程

（平成１９年愛知県公立大学法人規程第１５号。以下「教員等人事規程」という。）に定める教員等

の採用の例による。 

（採用時の提出書類） 

第４条 特任教員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。 

（１）最終学歴の卒業証明書 

（２）誓約書 

（３）健康診断書（３月以内のもの） 

（４）住民票記載事項証明書（外国籍の者は外国人登録済証明書） 

（５）勤務（職歴）証明書 

（６）その他理事長が必要と認める書類 

（労働契約の締結等） 

第５条 理事長は、特任教員を採用する場合には、当該特任教員との間において労働契約を締結し、この

規則を提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件について

は口頭又は文書により明示するものとする。 

（１）任期に関する事項 

（２）就業の場所及び従事する業務に関する事項 

（３）始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無並びに休憩時間、休日及び休暇に関す

る事項 

（４）給与に関する事項 

（５）退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

（任期） 

第６条 特任教員の任期は、１年以内とする。 



（再任） 

第７条 理事長は、特任教員の任期満了の際、勤務状況により、更新の可否を判断する。ただし、継続し

て３回を超えて再任することはできない。 

 ２ 前項に定めるもののほか、 特任教員の再任については、教員等人事規程に定める教員等の再任の

例による。 

 ３ 第１項の規定にかかわらず，法人に期間を定めて雇用されていた者を引き続いて雇用する場合の

雇用契約期間は、当該者との２以上の雇用契約期間を通算した期間が１０年を超えないものとする。 

（配置） 

第８条 特任教員の配置は、愛知県立大学大学院国際文化研究科とする。 

（退職） 

第９条 特任教員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとし、特任教員としての身

分を失う。 

（１）特任教員が退職を願い出て、理事長が承認した場合 

（２）年齢が満７０歳となった日の属する年度の末日に達した場合。ただし、理事長が特に必要と

認めた場合は、１年以内の期間を定めて、勤務させることができる。 

（３）任期が満了した場合（再任した場合を除く。） 

（４）死亡した場合 

（５）公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職に就任し、業務の遂行が著

しく阻害されるおそれのある場合 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、退職を願い出た特任教員が懲戒処分の手続きを行っている

場合にあっては、当該退職を認めないことができる。 

（解雇） 

第１０条 理事長は、特任教員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の期間内においても解雇

することができる。 

（１）勤務成績が著しく不良な場合 

（２）心身の故障により、職務に支障があり、又はこれに堪えない場合 

（３）前２号に規定する場合のほか、職務に必要な適格性を欠く場合 

（４）愛知県公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成１９年愛知県公立

大学法人規程第３１号。以下「勤務時間休日休暇規程」という。）第１７条第１項に規定する療

養休暇（以下「療養休暇」という。）の期間が引き続き９０日となり、なお勤務しない場合 

（５）事業活動の縮小その他法人の経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合 

（６）天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合 

（７）その他前各号に準ずるものとしてやむを得ない事由がある場合 

２ 理事長は、特任教員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇するものとする。 

（１）禁錮以上の刑に処せられた場合 

（２）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合 

３ 第１項第２号に該当する場合により解雇をするときは、あらかじめ医師２名の診断を行わせなけ



ればならない。 

 ４ 理事長は、特任教員の意に反して解雇処分をする場合にあっては、その旨を記載した書面を交付

して行わなければならない。 

 ５ 前各項に定めるもののほか、特任教員の解雇については、教員等人事規程に定める教員等の解雇

の例による。 

（解雇予告） 

第１１条理事長は、特任教員を解雇しようとする場合は、少なくとも３０日前にその予告をしなければ

ならない。３０日前に予告しない場合にあっては、平均賃金３０日分に相当する解雇予告手当を支給

するものとする。 

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、懲戒解雇をする場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために

法人の事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたと

きは、予告することなく解雇するものとする。 

（給与） 

第１２条 特任教員の給与の種類は、年俸、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手

当とする。 

（年俸の号給） 

第１３条 年俸は、特任教員の職の区分に応じ、別表第１の年俸号給表に定める額とする。 

（通勤手当） 

第１４条 特任教員の通勤手当については、愛知県公立大学法人給与規程（平成１９年愛知県公立大学

法人規程第１８号。以下「給与規程」という。）に定める教職員の通勤手当の例による。 

（時間外勤務手当） 

第１５条 時間外勤務手当は、あらかじめ割振られた所定の勤務時間を超えて勤務した場合に支給する

ものとし、１時間当たりの手当額は、次の算式により得た額（その額に１円未満の端数が生じたとき

は、これを四捨五入した額）とする。 

年俸額÷（３８時間４５分 × ５２週間 － １３９時間３０分）× 次項に定める割合 

 ２ 前項の割合は、次の各号に掲げる勤務した日の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 

（１）次号に掲げる日以外の日 １００分の１２５（午後１０時から翌日の午前５時までの間の勤

務（以下「深夜勤務」という。）にあっては１００分の１５０、休日（勤務時間休日休暇規程第

９条第２項に規定するものをいう。以下同じ。）における深夜勤務にあっては１００分の１６

０） 

（２）週休日（勤務時間休日休暇規程第７条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）１００分

の１３５（深夜勤務にあっては、１００分の１６０） 

３ 第１項に規定する勤務（週休日のうち日曜日を除く。）の時間の合計が１ヶ月について６０時間

を超えた特任教員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわら

ず、勤務１時間につき、同条に規定する勤務１時間当たり給与額に１００分の１５０（その勤務が

午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）を乗じて得た額を時間

外勤務手当として支給する。 



４ 「勤務時間、休日、休暇等に関する規程」（平成１９年愛知県公立大学法人規程第３１号。第１

２の２第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に

特任教員が勤務しなかったときは、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間

外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間に

つき、同条に規定する勤務１時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に

定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。 

（１）前項に掲げる時間（次号の時間を除く） １００分の２５ 

（２）前項に掲げる時間（土曜日の勤務に限る） １００分の１５ 

（夜間勤務手当） 

第１６条 夜間勤務手当は、所定の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務する

ことを命ぜられた特任教員に対して、その間に勤務した全時間について、前条第１項に定める算式に

より得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額）とする。この場合に

おいて、同項中「次項に定める割合」とあるのは、「１００分の２５」と読み替えるものとする。 

（休日勤務手当） 

第１７条 休日勤務手当は、全休日において所定の勤務時間中に勤務を命ぜられた特任教員に対して、

その所定の勤務時間中に勤務した全時間について支給するものとし、１時間当たりの手当額は、第１

５条第１項の算式により得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額）

とする。この場合において、同項中「次項に定める割合」とあるのは、「１００分の１３５」と読み

替えるものとする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、休日に勤務を命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務さ

せないこととされた特任教員の、その休日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給しない。 

（給与の支給） 

第１８条 特任教員の給与は、その全額を現金で、直接教員に支払う。ただし、法令又は労基法第２４

条第１項の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定められる金額を控除して支払

う。 

 ２ 前項の給与は、特任教員から申し出があるときは、その全部又は一部をその者の預貯金口座への

振込みによる方法により支払う。 

 ３ 年俸は、以下に定める支給月の区分に応じ支給する。 

（１）４月、５月、７月から１１月まで、１月及び２月 年俸額を１７で除して得た額（その額に

１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「月払年俸額」という。） 

（２）６月及び１２月 月払年俸額及び月払年俸額に１００分の２５０を乗じて得た額（ その額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

（３）３月 別表１に規定する年俸額から前月までに現に支給された年俸の総額を差し引いた額 

４ 前項の規定により支給される年俸（月払い年俸額に１００分の２５０を乗じて得た額に係るもの

を除く。）及び通勤手当は、その月分をその月の次項に規定する支払日（以下「支払日」とい

う。）に支給し、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の支払日に

支給する。 

５ 年俸（月払い年俸額に１００分の２５０を乗じて得た額に係るものを除く。）通勤手当、時間外



勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給日は、その月の１６日とする。ただし、次の各号

に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。 

（１）その月の１６日が日曜日に当たる場合 １４日 

（２）その月の１６日が土曜日に当たる場合 １５日（その日が休日に当たる場合は、１４日） 

（３）その月の１６日が休日に当たる場合 １７日 

 ６ 年俸（月払い年俸額に１００分の２５０を乗じて得た額に係るものに限る。）の支払日は、６月

３０日及び１２月１０日とする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とし、土

曜日に当たるときはその前日とする。 

 ７ 新たに特任教員となった者には、その日から年俸を支給し、年俸の額に異動を生じた者には、そ

の日から新たに定められた年俸を支給する。 

 ８ 特任教員が離職したときは、その日まで年俸を支給する。 

 ９ 特任教員が死亡したときは、その月まで年俸を支給する。 

１０ 第７項、第８項又は前項の規定により年俸を支給する場合においては、その年俸の額は、その年

の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

１１ 特任教員が月の途中において教職員就業規則 第 ４８ 条第３号に規定する停職にされ、又は停

職の終了により職務に復帰した場合における年俸は、日割りによって計算する。 

１２ 特任教員が療養休暇により引き続き９０日を超えて勤務しない場合におけるその者の９０日を超

えた日以降の年俸は、当該年俸の額の半額を日割りによって計算する。 

１３ 特任教員が、教員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その

他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために年俸を請求した場合には、その月の年俸の支払

日前であっても、既往の労働に対する年俸をその際支給することができる。 

（年俸の減額） 

第１９条 特任教員が有給として認められる休暇又は職務専念義務が免除された場合以外に勤務時間に

勤務しないときは、その勤務しない時間１時間につき、次に掲げる算式により得た額（その額に１円

未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額）を年俸から減額して支給する。 

年俸額 ÷ （１週間当たりの勤務時間 × ５２） 

（勤務時間、休日、休憩時間等） 

第２０条 特任教員の勤務時間、休日、休暇等については、教職員の例による。 

（育児休業及び介護休業） 

第２１条 特任教員の育児休業については、育児休業、介護 休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）の定めるところによる。 

 ２ 育児休業により、実際に勤務していない時間については無給とする。 

３ 特任教員の介護休業については、教職員の例による。 

（研修） 

第２２条 特任教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 

２ 特任教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 

３ 特任教員は、授業に支障がない限り理事長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことが

できる。 



４ 理事長は、特任教員の研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 

５ 特任教員は、理事長の定めるところにより、長期にわたる研修を受けることができる。 

（出張） 

第２３条 理事長は、職務上必要がある場合には、特任教員に出張を命ずることができる。 

２ 出張を命じられた特任教員が出張を終えたときには、速やかにその旨を上司に報告しなければな

らない。 

 ３ 特任教員は、出張中、業務の都合又は病気その他やむを得ない事由により予定を変更しなければ

ならないときは、速やかに上司に連絡し、その承認を得なければならない。 

４ 特任教員は、上司に随行した場合を除き、出張終了後復命書を作成し、理事長に提出しなければ

ならない。ただし、特別な事項又は軽易な事項は、口頭により復命することができる。 

（就業規則の準用） 

第２４条 特任教員に係る次の各号に掲げる事項については、当該各号に掲げる就業規則の規定の例

による。 

（１）法令との関係 第４条 

（２）規則の遵守 第５条 

（３）赴任 第１８条 

（４）自己都合退職 第２４条 

（５）解雇制限 第２９条 

（６）退職者の責務 第３１条 

（７）退職証明書 第３２条 

（８）誠実義務 第３４条 

（９）職務専念義務 第３５条 

（１０）服務心得 第３６条 

（１１）信用失墜行為の禁止 第３７条 

（１２）守秘義務 第３８条 

（１３）敷地又は施設内の遵守事項 第３９条 

（１４）兼業及び兼職 第４０条 

（１５）ハラスメントの防止 第４１条 

（１６）職務に係る倫理第４２条 

（１７）表彰第４６条 

（１８）懲戒 第４７条から第４９条まで 

（１９）損害賠償第５０条 

（２０）安全衛生 第５１条から第５５条まで 

（２１）旅費 第５７条 

（２２）公舎等の利用 第５８条 

（２３）業務上及び通勤途上の災害 第５９条及び第６０条 

（２４）職務発明等第６２条 

 



（雑則） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 年俸号給表（第１３条及び第１８条関係） 

准教授 講師 

7,500,000円 7,000,000円 

 


